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令和８年５月１４日 第一回世田谷区議会臨時会（速報版） 

    午後一時開会 

○石川ナオミ議長 ただいまから令和八年第一回世田谷区議会臨時会を開会いたします。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 これより本日の会議を開きます。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 まず、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第七十九条の規定により、 

  二十 番 和田ひでとし議員 

  二十九番 青空こうじ議員 

を指名いたします。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、会期についてお諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日から五月二十日までの七日間とすることに御異議ございません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○石川ナオミ議長 御異議なしと認めます。よって会期は七日間と決定いたしました。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、出席説明員に異動がありましたので、御報告いたします。 

 お手元の出席説明員一覧表のとおりであります。御了承願います。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、区長から招集の挨拶の申出があります。保坂区長。 

   〔保坂区長登壇〕 

○保坂区長 令和八年第一回世田谷区議会臨時会の開催に当たりまして、区議会議員並び

に区民の皆様に御挨拶を申し上げます。 

 二月二十八日、アメリカ及びイスラエルによるイランへの攻撃に端を発した湾岸諸国を

も巻き込む軍事的緊張が中東地域全体に広がっています。加えて、ロシアによるウクライ

ナ侵攻も依然として終結の兆しを見せておらず、国際社会は不安定な状況が続いていま

す。 

 とりわけ、ホルムズ海峡におけるイランとアメリカによる事実上の二重封鎖は、エネル
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ギーの基盤である原油をはじめとする資源の供給を大きく制約しており、一日も早い外交

努力による平和的解決を強く願わずにはいられません。 

 世田谷区は、区民の生命と暮らしを守る基礎自治体としての責任を、いかなる状況にお

いても果たし続けなければなりません。中東情勢を背景とする資源危機が深刻化すれば、

その輸入に大きく依存してきた日本社会全体が大きな影響を受けます。エネルギー価格の

高騰や物価上昇を通して、その影響は私たちの日常生活に直接及ぶことになります。  

 こうした認識の下、五月一日に、区として影響把握と情報共有を図るため、全部長を構

成員とする対策準備会を設置いたしました。まずは全庁的な調査を実施し、区民生活への

影響を的確に把握した上で、今後の具体的な取組につなげてまいります。 

 次に、区におけるＤＸ推進についてです。 

 令和四年に区議会の同意をいただき、民間出身の松村克彦氏をＤＸ専任の副区長として

登用し、区が直面する喫緊の課題解決に取り組んでもらいました。区は、「Ｒｅ・Ｄｅｓ

ｉｇｎ ＳＥＴＡＧＡＹＡ」をキーワードに、行政サービス、参加と協働、区役所組織の

三領域でデジタルトランスフォーメーションを本格的に推進し、本年三月には、最新のＤ

Ｘ推進方針Ｖｅｒ・２・１及びせたがやＤＸロードマップを公表いたしました。 

 行政サービス領域では、各種手続や相談のオンライン化、キャッシュレス化を拡大しま

した。また、オンライン手続の一覧や利用状況を公表し、データに基づく見える化を進め

ることで、区民が必要なときに必要なサービスにアクセスしやすい環境が着実に整備され

たと認識しております。 

 区役所内部では、職員の働き方改革とデジタル活用が大きく前進しました。チームス等

のコミュニケーションツールを活用した情報共有の推進、段階的なリモートワーク導入な

ど、業務効率化と職員のマインドセット変革を後押しする取組を、試行と改善を重ねなが

ら着実に進めております。 

 さらに、昨年度には職員向けイベント、ＳＥＴＡＧＡＹＡ ＤＸ ＥＸＰＯ ２０２５

を開催し、最先端ＡＩ技術の紹介、業務改善事例の共有、ツールのハンズオン体験など、

職員の意識改革と横断的な知見共有の場として大きな成果が得られました。 

 参加と協働を充実させるために、これまで進めてきたＤＸの成果を着実に積み上げなが

ら、今後もデジタル技術を積極的に活用し、行政サービスの質の向上と組織運営の改革を

一層推し進めてまいります。 

 最後に、本臨時会に御提案申し上げます案件は、世田谷区民健康村なかのビレジ外一施
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設改修工事（令和八年度）請負契約など議案五件、専決三件、報告七件でございます。  

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御議決賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶

といたします。 

○石川ナオミ議長 以上で区長の挨拶は終わりました。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、事務局次長に諸般の報告をさせます。 

   〔菊島次長朗読〕 

 報告第二十号 議会の委任による専決処分の報告（区立公園利用者の負傷事故に係る損

害賠償額の決定）外報告六件 

○石川ナオミ議長 以上で諸般の報告を終わります。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 これより日程に入ります。 

 日程第一から第四に至る四件を一括上程いたします。 

   〔菊島次長朗読〕 

 日程第一 議案第三十八号 世田谷区民健康村なかのビレジ外一施設改修工事（令和八

年度）請負契約外議案一件、専決二件 

○石川ナオミ議長 本四件に関し、提案理由の説明を求めます。中村副区長。 

   〔中村副区長登壇〕 

○中村副区長 ただいま上程になりました議案第三十八号及び議案第三十九号、専決第一

号及び専決第二号の四件につきまして御説明申し上げます。 

 まず、議案第三十八号「世田谷区民健康村なかのビレジ外一施設改修工事（令和八年

度）請負契約」、議案第三十九号「世田谷区民健康村なかのビレジ外一施設改修電気設備

工事（令和八年度）請負契約」の二件につきまして御説明申し上げます。 

 本二件は、公共施設中長期保全計画に基づき、主に施設の運営上に必要な予防保全工事

を行うものであります。 

 本二件の契約の締結に当たりましては、地方自治法施行令第百六十七条の五の二の規定

に基づきまして、一般競争入札により実施いたしました。 

 その結果、議案第三十八号は沼田土建株式会社東京支店が落札し、同社と一億七千六百

万円で契約しようとするものであります。 

 議案第三十九号は利根電気工事株式会社が落札し、同社と二億二千八百八十万円で契約
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しようとするものであります。 

 本二件の契約の締結につきまして、地方自治法第九十六条第一項第五号及び世田谷区議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提

案申し上げた次第でございます。 

 次に、専決第一号「専決処分の承認（世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条

例）」、専決第二号「専決処分の承認（アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動

車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条

例）」の二件につきまして御説明いたします。 

 本二件は、地方税法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じましたが、地

方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、特に緊急を要するため区議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分を行いました。 

 したがいまして、同条第三項の規定に基づき本議会に御報告申し上げるとともに、御承

認賜りたく、御提案申し上げた次第でございます。 

 以上、議案第三十八号及び議案第三十九号、専決第一号及び専決第二号の四件につきま

して、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○石川ナオミ議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本四件を企画総務委員会に付託いたします。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、日程第五及び第六の二件を一括上程いたします。 

   〔菊島次長朗読〕 

 日程第五 議案第四十号 世田谷区発達障害相談・療育センター条例の一部を改正する

条例外議案一件 

○石川ナオミ議長 本二件に関し、提案理由の説明を求めます。中村副区長。 

   〔中村副区長登壇〕 

○中村副区長 ただいま上程になりました議案第四十号「世田谷区発達障害相談・療育セ

ンター条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区立知的障害者生活寮条例

の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明いたします。 

 本二件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴

い、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 
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○石川ナオミ議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本二件を福祉保健委員会に付託いたします。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、日程第七を上程いたします。 

   〔菊島次長朗読〕 

 日程第七 議案第四十二号 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の

一部を改正する条例 

○石川ナオミ議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。清水副区長。 

   〔清水副区長登壇〕 

○清水副区長 ただいま上程になりました議案第四十二号「世田谷区建築物の建築に係る

住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。  

 本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、

規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○石川ナオミ議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本件を都市整備委員会に付託いたします。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 次に、日程第八を上程いたします。 

   〔菊島次長朗読〕 

 日程第八 専決第三号 専決処分の承認（世田谷区行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例） 

○石川ナオミ議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。松村副区長。 

   〔松村副区長登壇〕 

○松村副区長 ただいま上程になりました専決第三号「専決処分の承認（世田谷区行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条

例）」につきまして御説明いたします。 

 本件は、地方税法の一部改正に伴い、世田谷区行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、地方自治法第百

七十九条第一項の規定に基づき、特に緊急を要するため区議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認め、専決処分を行いました。 
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 したがいまして、同条第三項の規定に基づき本議会に御報告申し上げるとともに、御承

認賜りたく御提案申し上げた次第でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○石川ナオミ議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本件をＤＸ・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会に付託いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○石川ナオミ議長 御異議なしと認めます。よって本件はＤＸ・地域行政・公共施設整備

等推進特別委員会に付託することに決定いたしました。 

       ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  

○石川ナオミ議長 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

    午後一時十六分散会 

 

 


